
 

 

第六次高山村総合計画後期基本計画策定に係る提言書 

 

グループ メンバー名 

C 勝山清香、松本理恵、本多暁子、返町佳奈、筧知子、藤澤千尋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちが子どもらしく輝き, 

生きる希望をもてる学びの環境の整備を 
提言１ 

【概要説明】 

〇現状 

近年の子どもをとりまく環境は急激に変化しており、親世代でも戸惑っている。 

不登校児童数は１０年連続増加しており、長野県では全国平均よりも割合が高く全国ワース

ト４位。未成年の自殺死亡率は全国平均よりも高水準である。 

高山村の子どもも不登校や行き渋りなど苦しんでいる。 

 

〇村に足りないもの 

① 不登校児童の居場所 

② 不登校児童、保護者が相談する支援員 

③ 子どもをとりまく環境の認知、学校のあり方など村全体の意識改革 

④ 発達障害（グレーゾーンも含む）に対する早期対応 

 

 

【提言 1-1】村に足りないもの①居場所、②支援員の対応として 

不登校児童の居場所や相談場所など、 

村として不登校に対応するターミナルとしての教育支援センターの設置を 

 

〇教育支援センターの方向性 

(A)長野市立七二会小学校笹平分校を改修した『SaSaLAND（ササランド）』のような教育支

援センター 

(B)相森中学校の『須坂市フレンドリールーム』のように学校内に設置された中間教室 

→高山村でも単なる勉強させる場所としてではなく、子どもが安心し、自分らしく過ごすこ 

とのできる居場所として、(A)の学校外の教育支援センターと、(B)の学校内の中間学級の 

両方の設置が望ましい。 

 

〇教育支援センターの設置場所の提案 

(a)公民館、チャオル、一茶館など既存施設の一室を利用する 

(b)外遊びも視野に入れ、庭付きの空き家の有効利用 

→不登校児の対応は早急に進める必要があるため、(a)の既存の施設の利用から始め、人数   

が増えるようなら(b)も検討するとよい 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇民間の関わり 

村民もボランティアなど、見守りやおしゃべり相手として積極的に関わっていく 

 

〇地域の関わり 

カウンセラーなど専門員は希少なため、人材確保や取り組みなど須高地域で連携していく必

要がある 

 

 

【提言 1-2】村に足りないもの③意識改革、④早期対応の対応として 

村が一体となり、みんなで子どもの現状を学び、考えるきっかけとなる場づくりを  

 

〇具体案 

・村の人権教育などで、映画の上映や講演会、勉強会を開催する。 

・学校の授業公開日などで、全校生徒と保護者、教職員で映画鑑賞をする 

→特に子どもと関わる保護者、教職員、保育士、児童クラブ職員で、学校のあり方や、発達 

障害など急激に変化していく子どもの環境に対して、見識をアップデートし、共有してい 

くことが必要。 

 

 

【イメージする将来の姿】 

・子どもがいきいきと学び、暮らせる環境を村全体で育むことができている。 

・子どもたちが個々の才能を伸ばし、学ぶ喜びを満たしている。 

・個々の多様性を村全体で尊重し、学校自体が全ての子どもにとって安心安全で過ごせる場

所になり、最終的には、不登校のない、教育支援センターさえ不要な高山村になる。 

 

 

（添付資料あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



提言１

子どもたちが子どもらしく輝き、
生きる希望をもてる学びの環境の整備を

みらいビジョン�� Cグループ

提�１



この村の『すべての』子どもたち、
本当にいきいきと暮らしていますか？



�野����員� 令和４年度 不��の状況より抜粋 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/shido/documents/3r4futoko.pdf

長野県では、急激に不登校児童が増加している現状

高
等
学
校

不
登
校
生
徒
数

小
学
校
不
登
校
生
徒
数

中
学
校
不
登
校
生
徒
数



�野����員� 令和４年度 不��の状況より抜粋 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/shido/documents/3r4futok

長野県の学年別不登校生徒数



都道府県名 在籍児童生徒数 不登校数 1,000人当たりの
不登校児童生徒数

1 高 知 48,407 1,508 31.2

2 宮 城 172,193 5,218 30.3

3 島 根 51,851 1,551 29.9

4 長 野 158,187 4,707 29.8

5 北 海 道 356,792 10,582 29.7

�野����員� 不��児�⽣徒等の�びの���援に�する���

�1回 不��児�⽣徒等の�びの���援に�する���（令和5年6⽉9⽇開�）
�料⑤令和３年度 都���別 ���援センター��状況をもとに��

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kokoro/shido/ijime/documents/08.pdf

長野県は不登校児童数割合全国ワースト４



不��

��に⾏けず

保��で

�ごしている
保�者が

同�しないと

��に�れない

��や先⽣と��する

だけに��

授業中、

�っていることがつらく

�下に�び�す

��にいるのが苦しい

�どもたち

不登校は氷山の一角

病気や経済的な理由以外で
年間３０日以上欠席すること

不登校とは…

高山村では、不登校の人数は公表されて
いないが、実際に複数名存在している。

さらに不登校としてカウントされていない多
くの子供達が、学校に行くことや教室にいる
ことに苦しさを感じながら登校している。



�野� �４��野�⾃��策�����２� �野�における⾃�の現状より抜粋

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/documents/02_2syou.pdf

長野県では、若者の死因のトップ３に『自殺』が入っており
未成年者の自殺死亡率は、全国平均よりも高い。



�2回 ⾃����策の��に�する有識者�� �⽊�員�料
�野�における �ども・若者の⾃��策について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000551441.pdf

全国平均

長野県



�2回 ⾃����策の��に�する有識者�� �⽊�員�料
�野�における �ども・若者の⾃��策について
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000551441.pdf

高山村でも「生き心地の良い地域」として
子どもの居場所が必要



子どもは…
「怠けている」等の偏見な
どで人目が気になり昼間の
外出が難しくなる
学力・体力・コミュニケー
ション能力などが伸びにく
くなる

保護者は…
　見守りのため働けない
　　→収入が減少
　学校以外から適切な
　支援の情報を得られず
　悩みをかかえて孤立

不登校になると…



近隣市町村では支援が進んでいる
○居場所づくり
　　教育支援センター(公的機関)
　　中間教室(教育支援センターと同意)
　　フリースクール(民間の教育施設)

○人員の確保
　　居場所コーディネーター
　　こころの教室支援員

民間施設は利用料が発生するため、経済的負担が増えてしまう



村に足りないものは？

①不登校児童の居場所
②不登校児童、保護者が相談する支援員
③子どもをとりまく環境の認知、
　村全体の意識改革
④発達障害のグレーゾーンへの早期対応



〚提言１－１〛

村として不登校に対応する
ターミナルとしての教育支援センターの設置を

村に足りない①居場所、②支援員の対応として

～教育支援センターとは～
学校に行きにくくなっていたり、行けない状態が続いていたりする
小・中学生に対して、自立心や社会性を高め、学習や集団活動への
意欲が持てるよう支援するための公立の施設。



令和５年度不��児�⽣徒に�する�びの���援事業 
「� 1 回 ������員�への�援の仕�みづくり���」（R5.5.12）�告
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kokoro/shido/ijime/documents/08.pdf



　 人口 教育支援センター・
    中間教室数

フリースクール・
    居場所数

長野市 365,078
7

（2024年４月に８箇所目の
SaSaLANDが開設される）

9

須坂市 48,787 1 2

中野市 40,906 1 2

山ノ内町 10,734 0 1

小布施町 10,669 1 不明

飯綱町 9,820 0 2

信濃町 7,374 1 不明

高山村 6,311 0 0

近隣市町村の学校以外の居場所数

※�野�・���の中間��・フリースクールについては�野�の�料を��とした
https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/726/10_2401.pdf



(A)教育支援センター（長野市SaSaLAND）
(B)中間学級（須坂市フレンドリールーム）
(C)学びの多様化学校

［公的支援施設の例］（近隣市町村の例を含む）



(A)長野市教育支援センター　SaSaLAND
ササランド

旧長野市立七二会小学校笹平分校
を改修した施設。
長野市には現在７か所の教育支援
センターがあるが、増え続ける不
登校児童に対応するため、
Ｒ６年４月にオープンする。

学校自体に行くことが困難な子どもにとって、
新たな居場所として高山村にも必要と考える。



コンセプト～子どもたちが安心を実感できる居場所～

○自分らしくいられる　　　⇒自己決定、自己実現を応援する場所
○自分を受け入れてもらえる⇒自分を理解してくれる大人に見守られる場所
　　　　　　　　　　　　　　自分の話を聞いてくれる場所
○自分のペースで学べる　　⇒「何もしない」もOKな場所
　　　　　　　　　　　　　　メタバース内で自宅から通える場所
○保護者の気持ちが和らぐ　⇒心理や福祉等の専門家に相談できる場所
　　　　　　　　　　　　　　保護者同士が繋がり話し合える場所
○大人が理解を深められる　⇒保護者、教職員、地域住民が学べる場所



(B)中間学級　須坂市フレンドリールーム

相森中学校内に設置された心の休憩所

学校内に居場所があれば、教師や元々のクラスと
のコミュニケーションがとりやすいが、
そもそも学校自体に入ることのできない児童は通
うことが難しい
ただ、今学校に行けているが、苦しくて廊下等で
過ごす児童には早急に必要



(C)学びの多様化学校（不登校特例校）

文部科学省が進めるもの
不登校児童生徒を対象とする特別の教育課程を編成
して教育を実施する学校

法律で決められた授業時間を下回って授業を編成できる
Ｒ５年現在、全国で２４校設置⇒国は３００校を目指している

高山村では、従来の学校への行き来などの柔軟さも持たせたいため
新規の特例校は不要と考える



［取組み］
子どもたちが自分らしく過ごすことで気力を充実させ、学校へ
戻ることもできるよう、
高山村でも単なる勉強させる場所としてではなく、子どもが安
心し、自分らしく過ごすことのできる居場所として、

(A)学校外の教育支援センターと(B)学校内の中間
教室両方の設置が望ましい。



［教育支援センターの設置場所の提案］

(a)公民館、チャオル、一茶館など既存の公共施設の有効利用
(b)外遊びも視野に入れ、庭付き空き家の有効利用

早急な対応が必要なため、(a)から始め、
人数が増えるようなら(b)も検討するとよい。

（長野市）



［民間の関わり］
村民もボランティアとして、積極的に関わっていく
（見守りや話し相手）
地域の大人に見守られることによって、安心安全な居場所を確保。
異年齢の子どもと交流したり、地域の異世代間の交流により、コミ
ュニケーション能力を高め、心身ともにたくましく育つ。
「地域の子どもは地域で育てる」という考え方を広め、地域の理解
を得て、一時（いっとき）のイベントではなく恒常的に開設される
ことが望まれる。



���いのち�える⾃作�策��（��）より抜粋

高山村では、スクールカウンセラーの需要が増加しているが
人員の確保が難しい

村の『こころの相談室（一般向けのカウ
ンセリング事業）』も予約が埋まってお
り、1ヶ月待ちになる。

カウンセラーなど専門
家は希少なため、人材
確保や取組みに
須高地域が一体となっ
て連携する必要がある

［地域の関わり］



〚提言１－２〛
村が一体となり、みんなで子どもの現状を学び、
考えるきっかけとなる場づくりを

村に足りない③意識改革、④早期対応の対応として

［具体案］
村の人権教育や学校の課外授業などで、映画の上映や講演会、
勉強会を開催する（保護者も参加する）
いじめが最も多いのは小学校１～３年
低学年からの学びが重要である



監督：重江  良樹
“子どもの自由な発想で、遊び、学び、つくり続ける施
設”を基本理念とする「川崎市子ども夢パーク」で自分ら
しく過ごす子どもたちを３年間撮影したドキュメンタリー

監督：重江 良樹
大阪市西成区釜ヶ崎で３８年にわたり活動を続ける
「こどもの里」のドキュメンタリー

夢パのじかん

さとにきたらええやん

映画の候補



監督：オオタヴィン　
長野県伊那小学校など３校の取り組みのドキュメン
タリー

夢見る小学校

須坂市、高山村有志で須坂市での自主上映の実績あり。
その際に立ち上がった団体が、その後も継続して学校教
育のあり方などの懇談会を開催し、須坂市に意見書を提
出するなどの活動をしている。



講演会の候補
・長野市フリースクール
　『寺子屋』
　　主催　市川寛  様

・山ノ内町
　『里山ようちえん  おやまのおうち』
　　園長 　山崎龍平 様



勉強会の候補

・子どもの権利、不登校について
・発達障害について
・地域のみんなで子供たちの未来を考える
　ワークショップ（文部科学省）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/school/detail/1366266.htm　

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/school/detail/1366266.htm


こども基本法は、日本国憲法および児童の権利に関する条約
（※）の精神にのっとり、全てのこどもが、将来にわたって幸福
な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども政策を総
合的に推進することを目的としています。同法は、こども施策の
基本理念のほか、こども大綱の策定やこども等の意見の反映など
について定めています。

こども家庭庁

令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行

概要

こども基本法



日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、
次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、
自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、
こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、
その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる
社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する。

目的



① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・　
差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護
されること等の福祉に係る権利が等しく保障さ れるとともに、教育基本法の精神にのっ
とり教育を受ける機会が等しく与えられること
③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項
に関して意見を表明する機会・多様な 社会的活動に参画する機会が確保されること 
④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先
して考慮されること 
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有す
るとの認識の下、十分な養育の支援・ 家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保 
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念



・子どもがいきいきと学び暮らせる環境を、　　　
村全体で育むことができている
・子どもたちが個々の才能を伸ばし、
学ぶ喜びを満たしている
・個々の多様性を村全体で尊重し、学校自体が
全ての子どもにとって安心安全で過ごせる場所
になり、最終的には、不登校のない、教育支援
センターさえ不要な村になる

イメージする将来像



長野県北部にある小さな村
そこはいじめや不登校とは無縁の村
子どもたちの笑顔と
大人たちの笑顔に満ちた
最高に幸せな村
行政と地域が協働し、
作るのは今です
みんなで最高の村にしましょう


	03-1-1 Cグループ提言1
	03-1-2 Cグループ提言1資料

